
内閣府（防災担当）

資料１

⾸都直下地震対策検討ワーキンググループ（第８回）
令和６年11⽉18⽇（⽉）

⾸都直下地震における災害応急対策
及び⾃助・共助について





概要検討内容検討テーマ⽇程
①災害応急対策
・ 発災後72時間までの災害応急活動にお
ける体制・オペレーション等の確認

②⾃助・共助
・ 72時間の災害応急対策が円滑に実施さ
れるための⾃助・共助の在り⽅

・ 個⼈や地域コミュニティにおける取組
推進のための啓発、⼈材育成の在り⽅

①災害応急対策
・救助・救急、消⽕活動等
・医療活動
②⾃助・共助
・家庭備蓄等
・地区防災計画
・マンション防災
・防災教育 等

災害応急対策等11⽉18⽇(⽉)
第
８
回

○⼟地不⾜など⾸都圏特有の課題を踏ま
えた
・避難所、仮設住宅、復興住宅等、
⽣活の復旧・復興への⽀援

・復旧・復興に向けた事前準備
の課題と対応の在り⽅

※検討内容を含め検討中

①⽣活の復旧・復興への⽀援
・避難所〜仮設住宅〜復興住宅
・広域避難 等
②円滑な復旧・復興に向けた事前
準備

復旧・復興対策12⽉11⽇(⽔)
第
９
回

本⽇の議論
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第８回WGにおける検討内容

※第10回以降は、①防災対策の進捗状況の確認（これまでの取組による減災効果）や被害想定の⾒直し、②能登半島地震
等の教訓、社会状況の変化等を踏まえた新たな防災対策の検討を進めていく。

○ 第８回、第９回WGにおいては、発災後の対応（災害応急活動〜復旧・復興対策）について議論。
○ 今回の第８回WGでは、⼈命救助のために重要な72時間までの災害応急活動における対策と、これらの対策

の円滑な実施に向けた「⾃助」「共助」の在り⽅について検討。
○ 次回の第９回WGにおいては、避難⽣活を含めた⽣活の復旧・復興への⽀援の在り⽅や、円滑な復興に向けた

復興計画の在り⽅等について検討。



前回報告書（H25）における被害想定
（⼈的被害）
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前回報告書（H25）における被害想定（⼈的被害）
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○ H25の報告書における、都⼼南部直下地震が発⽣した際の死者数等の推計は以下のとおり。
死者数 ︓最⼤約 16,000⼈ 〜 23,000⼈
負傷者数︓最⼤約112,000⼈ 〜 123,000⼈
要救助者︓最⼤約 72,000⼈

出典︓内閣府 ⾸都直下地震対策検討ワーキンググループ最終報告（平成25年12⽉19⽇公表） 別添資料１
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg/pdf/syuto_wg_siryo01.pdf



●地震発⽣直後
・ 耐震性の低い⽊造建物を中⼼に、揺れによる建物の倒壊等により、約4,000⼈〜1万⼈の死者が発⽣。
なお、深夜は⾃宅等で就寝中に被災する⼈が多く、被害が最⼤。

－⾃宅や職場等で、⽼朽化や耐震性の低い⽊造建物が倒壊し、下敷きになり死傷。
－⾃宅や職場等で、ビルやマンションの中間階の圧潰や建物の倒壊により、下敷きになり死傷。

建物倒壊等

・ 地震に伴う急傾斜地の崩壊により家屋の倒壊や⼟砂による⽣き埋め等が発⽣し、約30〜100⼈の死者が発⽣。急傾斜地崩壊
・ 出⽕家屋からの逃げ遅れ、倒壊し延焼被害を受けた家屋内での閉じ込め、延焼拡⼤時の屋外での逃げ惑いにより、

約500⼈〜約1万 6000⼈の死者が発⽣。
・ 集合住宅や⾼層ビル、地下街等で煙に巻かれて死傷。

⽕災

・ 屋外転倒物や屋外落下物により、約10⼈〜500⼈の死者が発⽣。
－沿道の建物の倒壊に巻き込まれて死傷。 －外壁パネルやコンクリート⽚が直撃し死傷。
－ブロック塀やレンガ塀、⽯塀が倒れて下敷きとなり死傷。 －街路樹や電柱、⾃動販売機等の転倒に巻き込まれて死傷。
－落下した屋根⽡が直撃し死傷。 －ビルの看板や窓ガラスが直撃し死傷。

ブロック塀・⾃動販売機の
転倒、屋外落下物

・ 屋内において、固定していない家具等の移動や転倒、その他の落下物により、約500⼈〜1,000⼈の死者が発⽣。
－⾃宅や職場等で、家具や什器が転倒し、その下敷きとなり死傷。
－⾃宅や職場等で、本棚や⾷器棚等から内容物の⾶散、窓ガラス等の⾶散により負傷。
－⾃宅や職場等で、熱湯の⼊ったやかんやストーブ等が転倒して負傷（熱傷）。
－商店等で、看板や展⽰物が落下・転倒し下敷きとなり死傷。
－体育館や屋内プール、集会場等で、吊り天井等が落下し下敷きとなり死傷。

屋内収容物移動・転倒、
屋内落下物

・ 揺れによる建物倒壊等により閉じ込め被害が発⽣し、救助を要する⼈が約5万⼈〜7万⼈発⽣。
・ 家族・近隣住⺠等により救助活動が⾏われるものの、重機等の資機材や専⾨技術を有する警察・消防・⾃衛隊等による救助活動が必要。

揺れによる建物被害に伴う要
救助者（⾃⼒脱出困難者）

・ 発災直後は、現場周辺の住⺠、警察、及び消防（消防団）等により、救命救助活動が⾏われる。
・ 域外からの緊急交通路は主要路線の啓開に1〜2⽇程度を要し、発災直後は域外から道路を使っての救助部隊の移動が限定的。

域内の救命・救助活動主体
の不⾜

・ 発災直後から膨⼤な⼈数の負傷者が発⽣するが、病院に搬送するための救急⾞の台数が不⾜。
・ 病院等への搬送ルートも被災や交通渋滞等により搬送に時間を要し、病院等への搬送後に救助現場に戻れる救急⾞数がさらに不⾜。

膨⼤な数の要救助者を搬送
する救急⾞の不⾜

・ ヘリコプターのピストン輸送により被災地域外からの救命救助部隊が被災地の応援に駆けつける。
・ 被災地内の通信の途絶等に伴い、被災地内の緊急ヘリポートの設定、連絡調整に時間を要する。
・ ⼀部のヘリポート適地で多数の避難者、帰宅困難者等が滞留する等、ヘリコプターが着陸できない。

ヘリコプター等の活動調整

●概ね 1 ⽇後〜数⽇後
・ 膨⼤な数の救助件数になるとともに、被災地で活動できる実動部隊数にも限界があるため、救助活動が間に合わず、

時間とともに⽣存者が減少。
・ 倒壊した建物から救出された⼈でも、挫滅症候群により死亡する⼈が発⽣。

揺れによる建物被害に伴う要
救助者（⾃⼒脱出困難者）

前回報告書（H25）における被害様相（⼈的被害）
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⾸都直下地震における具体的な
応急対策活動に関する計画（具体計画）
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⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（具体計画）の概要
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○ 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画」（具体計画）は、「⾸都直下地震緊急対策推
進基本計画」に基づき作成された災害応急対策活動の具体的な内容を定める計画。（平成28年３⽉中央防災会議幹事会決定）

○ 指定⾏政機関、指定公共機関等の防災関係機関は、東京23区の区域において、震度６強以上の震度が観
測された場合には、被害全容の把握を待つことなく、具体計画に基づく災害応急対策活動を直ちに開始。

○ 国及び地⽅公共団体の複数の防災関係機関が⼈命救助のために重要な72時間を意識しつつ、緊急輸送ルー
トの通⾏確保、救助・救急活動、消⽕活動、医療活動、物資供給、燃料供給、電⼒・ガスの臨時供給、通信の
臨時確保等の活動を整合的かつ調和的に⾏う。

出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（概要）」 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_gaiyou.pdf



⾸都直下地震における各活動の想定されるタイムライン（※第１回WG資料 再掲）

○ 具体計画では、発災時からの経過時間に応じた以下に⽰すタイムラインを⽬安に、防災関係機関は緊急災害対
策本部の総合調整の下、相互に連携して迅速な⾏動を⾏う。

①被害規模の早期把握・正確な情報収集 ②⽣命・⾝体を守ることを最優先に、⼈材・物資等の資源を適切に配分
③被災者の事情から⽣じる多様なニーズに適切に対応基本理念

⾸都直下地震発⽣
（23区震度6強以上）

緊急参集チーム協議
・被害状況の報告
・各省庁の対応状況等

臨時の閣議
・緊急災害対策本部の設置

第1回緊対本部会議
・被害状況、各省庁の対応
状況等の共有等

第2回緊対本部会議
・被害状況、各省庁の対応
状況等の共有等

●総理が本部⻑、防災担
当⼤⾂及び官房⻑官が副
本部⻑
●本部員は全ての国務⼤
⾂等
●事務局⻑は内閣府政
策統括官（防災担当）
●予め定められた関係省
庁職員は速やかに参集し
事務局の業務に従事

具体計画に基づく応急対策活動

（モデルケース）
随時、官房⻑官等に
よる会⾒を実施

注１）災害発⽣時の状況に応じてフローが異なる場合がある。
２）その他必要に応じて、災害緊急事態の布告、

政府調査団の派遣、現地対策本部の設置等を実施。
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救助・救急、消⽕活動等に係る計画
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⾸都直下地震における救助・救急、消⽕活動等に係る計画
○ ⾸都直下地震による甚⼤な被害に対して、発災直後から、１都３県の警察・消防は最⼤限の動員をするととも

に、被災管内の国⼟交通省TEC-FORCEを最⼤限動員。
○ 全国から最⼤勢⼒の警察災害派遣隊、緊急消防援助隊、⾃衛隊の災害派遣部隊及び国⼟交通省TEC-

FORCEを可能な限り早く的確に投⼊するための初動期における派遣⽅針と具体的な⼿順等を規定。

9出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（概要）」
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_gaiyou.pdf



警察災害派遣隊の概要
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○ 東⽇本⼤震災への対応を教訓とし、⼤規模災害発⽣時における広域的な部隊運⽤の拡充を図るため、平成24
年５⽉より、即応部隊（約１万⼈）と⼀般部隊から構成された警察災害派遣隊を編成。

○ 情報収集、避難誘導、救出救助、検視、死体調査及び⾝元確認の⽀援、緊急交通路の確保及び緊急通⾏⾞
両等の先導、⾏⽅不明者の捜索、治安維持、被災者等への情報伝達、被災地等における活動に必要な通信の
確保等を⾏う。

能登半島地震における活動実績（R6.10.31時点） 延べ約13万⼈を被災地へ派遣
出典︓警察庁提供資料



⾸都直下地震発災時の警察災害派遣隊の派遣規模及び派遣先について
○ ⾸都直下地震発⽣後、警察は警察庁調整の下、１都３県警察を除く43道府県警察について、管内の被害状

況を確認し、部隊派遣が可能な場合には直ちに進出拠点等に向けて部隊を出動させる。
○ 具体計画では、⾸都直下地震発⽣時の警察災害派遣隊の派遣規模（全国合計︓約13,580⼈、⾞両

3,460台）及び派遣先を定めている。

出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）」 より内閣府作成
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_zentai.pdf

＜警察災害派遣隊の派遣規模及び派遣先等＞※被災状況に応じて、派遣先の決定は柔軟に⾏われる
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※

※被害状況に応じて、被害が甚⼤な地域を中⼼に
派遣先・規模を決定

佐野SA

蓮⽥SA
守⾕SA

上⾥SA

⾼坂SA

三芳PA

酒々井PA湾岸幕張
PA葛⻄臨海

公園

新倉PA

菖蒲PA

⾜柄SA

海⽼名SA

港北PA

談合坂SA

厚⽊PA

⽯川PA

⽴川地域
防災センター

神奈川県地域
防災センター

埼⽟スタジアム 千葉柏の葉
公園



緊急消防援助隊について
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○ 緊急消防援助隊とは、⼤規模・特殊災害発⽣時において、被災都道府県内の消防⼒では対処が困難な場合に、
消防活動を効果的かつ迅速に実施するための全国的な消防の応援制度。

○ 阪神・淡路⼤震災での教訓を踏まえ、平成７年に創設され、平成15年６⽉消防組織法の改正により法制化、
平成16年４⽉から法律上明確化のうえ発⾜。

出典︓総務省消防庁提供資料



令和６年能登半島地震における緊急消防援助隊の活動について

13出典︓総務省消防庁 「令和６年能登半島地震における緊急消防援助隊の活動について」
https://www.fdma.go.jp/publication/ugoki/items/rei_0604_18.pdf

○ 緊急消防援助隊は、２⽉21⽇まで52⽇間にわたって活動し、計21都府県から延べ約５万９千⼈が出動。
○ １⽉１⽇から２⽇未明にかけては、消防庁から合計18都府県に対して出動指⽰を⾏い、発災当初から約

2,000⼈が出動。
○ 緊急消防援助隊の隊員は厳寒期の過酷な環境の中、懸命な救助活動等を実施。孤⽴地域からの救助や物資

搬送、病院や⾼齢者福祉施設からの転院搬送、被災した奥能登広域圏事務組合消防本部の業務⽀援など、
被災地の様々なニーズに応えた活動も⾏った。

※写真については、緊急消防援助隊の活動隊及び消防庁により撮影



⾸都直下地震における緊急消防援助隊アクションプランの概要

14出典︓消防庁HP 「⾸都直下地震における緊急消防援助隊アクションプランの改定について」 https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/items/210312_kouiki_1.pdf

○ ⾸都直下地震については、複数の都道府県に及ぶ著しい地震被害が想定され、第⼀次出動都道府県⼤隊及び
出動準備都道府県⼤隊だけでは消防⼒が不⾜すると考えられることから、全国規模での緊急消防援助隊の出動
を⾏うため、「⾸都直下地震における緊急消防援助隊アクションプラン」を策定し、応援可能な全ての緊急消防援
助隊を⼀⻫に迅速投⼊することとしている。

■首都直下APにおける都道府県大隊の応援編成

■即時応援都道府県の発災から出動までの流れ



⾸都直下地震発災時の緊急消防援助隊の最⼤出動規模及び応援先について
○ ⾸都直下地震発⽣後、消防庁は、甚⼤な被害を受ける可能性が⾼いと⾒込まれる１都３県を除く43道府県に

ついて、直ちに当該道府県における緊急消防援助隊の出動可能状況を確認し、出動可能な全部隊に対して進
出拠点へ出動を指⽰する。

○ 具体計画では、⾸都直下地震発災時の緊急消防援助隊の最⼤出動規模（全国合計︓隊員約20,550⼈、
隊数約5,380隊）及び応援先を定めている。

出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）」 より内閣府作成
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_zentai.pdf

＜緊急消防援助隊の最大出動規模及び応援先等＞※被災状況に応じて、応援先の決定は柔軟に⾏われる

15

※１ 令和４年４⽉時点の緊急消防援助隊の登録隊数
をベースにした数値。

佐野SA

蓮⽥SA
守⾕SA

三芳PA

酒々井PA

⾜柄SA

海⽼名SA

⽯川PA

⾼坂SA



⾃衛隊の災害派遣の流れ
○ 都道府県知事などは、災害に際して、⼈命または財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣

を防衛⼤⾂または防衛⼤⾂の指定する者に要請することができる。そして、要請を受けた防衛⼤⾂などは、緊急性、
⾮代替性、公共性の3つの要件を総合的に判断し、やむを得ないと認める場合に部隊等を派遣することを原則とし
ている。

○ ただし、特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められるときは、防衛⼤⾂などは、要請を待たないで、⾃主的
に部隊等を派遣することができる。

16

出典︓防衛省 「令和６年版防衛⽩書」
https://www.mod.go.jp/j/press/wp/wp2024/pdf/R06zenpen.pdf

■災害派遣の流れ ■自衛隊が活動した近年の大規模災害の例

出典︓内閣府 「南海トラフ巨⼤地震対策検討ワーキンググループ（第７回）」 資料２ を⼀部更新
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/7/pdf/2.pdf



令和６年能登半島地震に係る⾃衛隊の対応

17出典︓内閣府 「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第３回）」 資料1-1 https://www.bousai.go.jp/jishin/noto/taisaku_wg_02/pdf/siryo3_1_1.pdf
防衛省HP https://www.mod.go.jp/j/press/kisha/2024/0903a.html

○ 能登半島地震では、⾃衛隊は⼈命救出を第⼀義とした捜索・救助活動や⽣活⽀援活動など、地震対応での災
害派遣としては過去最⻑となる８か⽉にわたり、延べ114万⼈の隊員が災害派遣活動に従事。

○ ⼈命救助・医療⽀援、物資輸送・⽣活⽀援、２次避難の⽀援など幅広く活動を⾏った。



⾸都直下地震発災時における⾃衛隊の災害派遣部隊の派遣規模及び派遣先について
○ ⾸都直下地震発⽣後、防衛省は、速やかに被災地以外に所在する⾃衛隊の災害派遣部隊を進出拠点に向け

て出動させる。被災地に所在する⾃衛隊の災害派遣部隊は、地震発⽣後、速やかに被災状況確認・救助活動
等を実施する。

○ 具体計画では、⾸都直下地震発災時の⾃衛隊の災害派遣部隊の派遣規模（全国合計︓約58,000⼈）及
び派遣先を定めている。

出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）」 より内閣府作成
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_zentai.pdf
防衛省HP https://www.mod.go.jp/gsdf/family/gsdf_family/support_guide/tobu.html

＜被災地以外に所在する自衛隊の災害派遣部隊の派遣規模及び派遣先＞

18

進出⽬標
（進出拠点）規模⽅⾯隊

(陸⾃)勝⽥駐屯地
(陸⾃)古河駐屯地
(陸⾃)霞ヶ浦駐屯地
国営常陸海浜公園
(航⾃)百⾥基地
(陸⾃)宇都宮駐屯地
(陸⾃)北宇都宮駐屯地
(陸⾃)相⾺原駐屯地
(陸⾃)⼤宮駐屯地
(航⾃)⼊間基地
(陸⾃)習志野駐屯地
(陸⾃)朝霞駐屯地
(陸⾃)⽴川駐屯地

約16,000⼈

北
部
⽅
⾯
隊

(陸⾃)勝⽥駐屯地
(陸⾃)古河駐屯地
(陸⾃)霞ヶ浦駐屯地
(陸⾃)⼟浦駐屯地
国営常陸海浜公園
(陸⾃)宇都宮駐屯地
(陸⾃)北宇都宮駐屯地
(陸⾃)松⼾駐屯地
(陸⾃)習志野駐屯地
(陸⾃)下志津駐屯地
(海⾃)下総航空基地
(陸⾃)朝霞駐屯地
(陸⾃)⽴川駐屯地

約11,000⼈

東
北
⽅
⾯
隊

進出⽬標
（進出拠点）規模⽅⾯隊

(陸⾃)朝霞駐屯地
(陸⾃)⽴川駐屯地
(陸⾃)東⽴川駐屯地
(陸⾃)⼩平駐屯地
(陸⾃)座間駐屯地
(陸⾃)武⼭駐屯地
(海⾃)厚⽊航空基地
(陸⾃)富⼠駐屯地
(陸⾃)北富⼠駐屯地
(陸⾃)滝ヶ原駐屯地
(陸⾃)駒⾨駐屯地

約17,000⼈

中
部
⽅
⾯
隊

(陸⾃)朝霞駐屯地
(陸⾃)⽴川駐屯地
(海⾃)厚⽊航空基地
(陸⾃)富⼠駐屯地
(陸⾃) 滝ヶ原駐屯地

約14,000⼈

⻄
部
⽅
⾯
隊



TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）とは

19

○ 国⼟交通省TEC-FORCEは、⼈命救助を最優先に、防災関係機関と連携して、被災地域内の救助・救急活動
の⽀援等のため、被災状況の把握、緊急輸送ルートの確保（道路・航路の啓開）、施設・設備等の⼆次災害
防⽌対策、緊急排⽔、被災地⽅公共団体の⽀援、緊急・代替輸送等に係る輸送⽀援、空港施設の復旧、応
急復旧対策等の技術的指導等を⾏う。

（防災ヘリによる被災状況の把握）

出典︓国⼟交通省HP 「TEC-FORCEの主な⽀援内容」
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/pch-tec/about/pdf/general.pdf



能登半島地震におけるTEC-FORCEの活動

20

○ 能登半島地震におけるTEC-FORCEの派遣は熊本地震の規模を越え、地震災害としては過去最⼤規模で対応。
○ 関係機関と連携した本格的な給⽔⽀援、空港運⽤⽀援、⽀援物質輸送や２次避難における輸送⽀援など、今

回新たに実施した活動もあった。

出典︓内閣府 「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第３回）」 資料１ー１
https://www.bousai.go.jp/jishin/noto/taisaku_wg_02/pdf/siryo3_1_1.pdf



⾸都直下地震発災時のTEC-FORCE隊員の最⼤派遣規模等について
○ ⾸都直下地震発災直後は、受援地整等が中⼼となり、被災した⾸都地域に対して最⼤限のTEC-FORCEを動

員して、災害応急対策活動を開始する。応援地整等のTEC-FORCEが到着した後は、受援地整等の災害対策
本部⻑の指揮命令の下、受援地整等と応援地整等のTEC-FORCEが⼀体となって、被災地を⽀援する活動を
迅速に⾏う。

○ 具体計画では、⾸都直下地震発災時のTEC-FOCE隊員の最⼤派遣規模（全国合計︓約1,940⼈）等を定
めている。

出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）」 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_zentai.pdf
国⼟交通省 「⾸都直下地震における TEC-FORCE 活動計画 （平成 29 年 8 ⽉）」 https://www.mlit.go.jp/river/bousai/pch-tec/activity/pdf/activity4-1.pdf

＜TEC-FORCEの最大派遣規模等＞※被災状況等に応じて、派遣規模等の決定は柔軟に⾏われる

21



医療活動に係る計画

22



⾸都直下地震における医療活動に係る計画
○ ⾸都直下地震では、建物倒壊・⽕災等による多数の負傷者と医療機関の被災に伴う多数の要転院患者の発

⽣により、医療ニーズが急激に増⼤。
○ ⼀⽅、被災地である１都３県には、災害拠点病院が164病院（令和4年4⽉現在 全国765病院の２割超）

が存在し、これらの医療資源を最⼤限活⽤することが必要。
○ このため、DMAT等を全国から迅速に参集させ、被災地内において安定化処置などの最低限の対応が可能な体

制の確保を図るとともに、被災地内で対応が困難な重症患者を域外へ搬送し、治療する体制を早期に構築。

23出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（概要）」
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_gaiyou.pdf

※1 SCU（Staging Care Unit）︓航空搬送拠点臨時医療施設
※2 花巻型SCU︓従来の広域医療搬送トリアージを受けた傷病者のみを受け⼊れる

のではなく、広域医療搬送トリアージも含めてSCUに集約したもの

※1

※1

※1
※1 ※1

※2



保健医療福祉調整本部による調整（※第３回WG資料 再掲）

出典︓内閣府 「令和６年能登半島地震に係る検証チーム（第３回）」 資料３
https://www.bousai.go.jp/updates/r60101notojishin/pdf/kensho_team3_shiryo03.pdf

○ 「保健医療福祉調整本部」は、災害時における保健医療福祉活動に係る総合調整を担う組織として設置され、
関係機関との連携、情報収集・分析、避難所等で活動する保健医療活動チームの派遣調整等を実施。

○ 具体計画では、被災都県は、災害対策本部内、⼜は庁内に、保健医療福祉活動の総合調整を⾏う保健医療
福祉調整本部等を設置するとされている。

24



都道府県災害医療コーディネーター等の配置
○ 具体計画では、被災都県は、保健医療福祉調整本部に被災地の保健医療福祉ニーズの把握、保健医療福祉

活動チームの派遣調整等に係る助⾔及び⽀援を⾏う都道府県災害医療コーディネーター及び災害時⼩児周産
期リエゾンを配置するとされている。

25

災害医療コーディネーター（DMC）︓
災害時に、都道府県並びに保健所及び市町村が保健医療福祉活動の総合調
整等を適切かつ円滑に⾏えるよう、保健医療福祉調整本部並びに保健所及び
市町村における保健医療福祉活動の調整等を担う本部において、被災地の保健
医療福祉ニーズの把握、保健医療福祉活動チームの派遣調整等に係る助⾔及
び⽀援を⾏うことを⽬的として、都道府県により任命された者。
都道府県に配置される者を都道府県災害医療コーディネーター、保健所⼜は市
町村に配置される者を地域災害医療コーディネーターという。

災害時⼩児周産期リエゾン︓
災害時に、都道府県が⼩児・周産期医療に係る保健医療福祉活動の総合調
整を適切かつ円滑に⾏えるよう、保健医療福祉調整本部において、被災地の保
健医療福祉ニーズの把握、保健医療福祉活動チームの派遣調整等に係る助⾔
及び⽀援を⾏う都道府県災害医療コーディネーターをサポートすることを⽬的として、
都道府県により任命された者。

■災害医療コーディネーターを活用した大規模災害時の体制モデル

■東京圏における災害医療コーディネーター等の任命状況

災害時⼩児周産
期リエゾン※３地域DMC※２都道府県

DMC※１

23635埼⽟県

125311千葉県

52027東京都

38249神奈川県

10071361857全国
※１ 都道府県DMC任命者数は地域DMCを兼任する者も含む。数値はR3.8.1時点
※２ 地域DMC任命者数は都道府県DMCを兼任する者も含む。数値はR3.8.1時点
※３ 数値はR5.10.1時点

出典︓厚⽣労働省 「「災害医療コーディネーター活動要領」及び「災害時⼩児周産期リエゾン活動要領」について」 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000503265.pdf
「各都道府県における災害医療コーディネーター(DMC)任命状況（R３年度）」 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000898280.pdf
「災害時⼩児周産期リエゾンの任命状況」 https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001287348.pdf



災害派遣医療チーム（DMAT）
○ DMATとは、⼤地震等の災害時や新興感染症等のまん延時に、地域において必要な医療提供体制を⽀援し、傷

病者の⽣命を守ることを⽬的とした厚⽣労働省が認めた専⾨的な研修・訓練を受けた医療チーム。
○ 災害時の対応を想定し、平成17年3⽉から養成を開始（国⽴病院機構に委託）。新型コロナ対応を踏まえ、令

和４年２⽉に⽇本DMAT活動要領を改正し、新興感染症等のまん延時における対応も活動内容に追加。
○ DMAT１隊は医師１名、看護師２名、業務調整員１名の４名を基本として構成。
○ DMATは、都道府県の派遣要請に基づき活動。
○ 15,862名が研修修了済（令和４年４⽉時点）。約2,000チームがDMAT指定医療機関に登録済（令和４

年４⽉時点）。

26出典︓厚⽣労働省 「令和５年度第１回医療政策研修会」 資料８
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001094026.pdf



DMAT（ディーマット：災害派遣医療チーム）

DPAT（ディーパット：災害派遣精神医療チーム）

JMAT（ジェイマット：日本医師会災害医療チーム ）

DHEAT（ディーヒート：災害時健康危機管理支援チーム※）

※保健所等の指揮調整機能支援

DWAT（ディーワット：災害派遣福祉チーム）

JRAT（ジェイラット：一般社団法人 日本災害リハビリテーション支援協会）

JDA-DAT（ジェイディーエーダット：日本栄養士会災害支援チーム）

DICT（ディーアイシーティー：日本環境感染学会の災害時感染制御支援チーム）

日赤救護班（日本赤十字社） 等
1.5次避難所内に設置したＤＷＡＴに
よる「なんでも福祉相談コーナー」

保健師による避難所巡回（輪島市）

ＤＭＡＴ現場活動（患者搬送）

保健・医療・福祉の活動チームによる⽀援（主なもの）

27出典︓厚⽣労働省 「災害時保健医療福祉活動⽀援システム（D24H）による災害時の⽀援」 https://www.bosaitech-pf.go.jp/doc/20240620_9.pdf を⼀部更新

○ 被災地においては、様々な保健・医療・福祉の活動チームによる⽀援が⾏われる。



⽇本⾚⼗字社の救護業務
○ ⽇本⾚⼗字社の救護活動は、災害が発⽣し、救護活動が必要と判断される場合や、被災地となった都道府県等

から要請があった場合に、その都道府県にある⽀部を主体として実施。
○ ⽀部は、ただちに救護班やdERU（国内型緊急対応ユニット）を被災地に派遣し、他の救護団体と協⼒しながら

救護所の設置、被災現場や避難所での診療、こころのケア活動等を⾏う。
○ 救護班は、医師１⼈（班⻑）、看護師⻑１⼈、看護師２⼈、事務職員２⼈の計６⼈を基準に編成し、被災

地の状況に応じて、ここに薬剤師、助産師、放射線技師等を加えて派遣。被災地での活動では、場合に応じて
DMATと連携。

28出典︓⽇本⾚⼗字社HP 「医療救護」 https://www.jrc.or.jp/saigai/about/care/
dERU（国内型緊急対応ユニット）



29出典︓厚⽣労働省 「「災害医療コーディネーター活動要領」及び「災害時⼩児周産期リエゾン活動要領」について」より⼀部改変
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000503265.pdf

災害時における被災地外からの医療・保健に関わるチームによる⽀援



能登半島地震におけるDMAT等の活動について

30出典︓内閣府 「令和６年能登半島地震を踏まえた災害対応検討ワーキンググループ（第３回）」 資料1-1 https://www.bousai.go.jp/jishin/noto/taisaku_wg_02/pdf/siryo3_1_1.pdf
厚⽣労働省 「令和６年度保健師中央会議」 資料３ https://www.mhlw.go.jp/content/11907000/001282849.pdf

○ 被災地における保健・医療・福祉活動を⽀援するため、全国から⽀援チームが派遣され、県、市町、保健所や避
難所等で活動が⾏われた。



災害拠点病院について

31出典︓厚⽣労働省 「令和５年度第１回医療政策研修会」 資料８ https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001094026.pdf
「災害時における医療体制の充実強化について」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000089039.pdf

○ ⾸都直下地震では、建物倒壊、⽕災等による多数の負傷者の発⽣、医療機関の被災に伴う多数の要転院患者
の発⽣により、被災地である１都３県の区域内の医療ニーズが急激に増⼤すると想定される。

○ このため、全国から、DMATをはじめとする医療チームによる応援を迅速に⾏い、膨⼤な医療ニーズに対応できるよう、
⾼度の診療機能を有し、耐震構造の施設、必要な設備・備蓄を備えた災害拠点病院を中⼼に被災地内の医
療体制を確保する必要がある。

○ 前回報告書（H25）の被害想定では、被災都県で対応が難しくなる⼊院患者数は最⼤で約１万３千⼈。

※地域災害拠点病院︓
災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を
⾏うための⾼度の診療機能を有し、被災地からの
とりあえずの重症傷病者の受⼊れ機能を有すると
ともに、DMAT等の受⼊れ機能、傷病者等の受
⼊れ及び搬出を⾏う広域搬送への対応機能、
DMATの派遣機能、地域の医療機関への応急
⽤資器材の貸出し機能を有する病院。

※基幹災害拠点病院︓
地域災害拠点病院の機能を強化し、災害医療
に関して都道府県の中⼼的な役割を果たす病院。

地域基幹都道府県
193埼⽟県
224千葉県
812東京都
33-神奈川県

70164全国

■災害拠点病院の指定状況
（令和４年４月１日時点）●地震発⽣直後

・ 被災地内の医療機関においては建物被害やライフライン機能⽀障、電⼦カルテの閲覧困難等により対応⼒が低下する
中、重傷者や軽傷者等の膨⼤な数の医療需要が発⽣。

・ 被災地内では対応が難しくなる⼊院患者、外来患者が多数発⽣。
・ 医療機関⾃体の被災だけではなく、医師・看護師等の不⾜で診療機能が低下。
・ 救急⾞が不⾜し、道路被害や交通渋滞等により搬送が困難。

膨⼤な数の死傷者の発
⽣と医療機関の被災等
に伴う医療対応困難

・ 医療機関が被災するとともに、膨⼤な数の負傷者が発⽣。被災地内の相当数の医療機関でトリアージを実施する必要。膨⼤な数の負傷者の
トリアージ

・ 重篤患者を広域医療搬送する体制が必要。
・ 在院患者について、医療機関の建物被害、ライフライン機能低下によって転院を要する者が多数発⽣。
しかし転院を要する患者を移送させる⼿段（燃料含む）、移送先の確保・調整が困難。

・ 被災地外の道府県から、DMAT 等の医療従事者の応援派遣の体制は整い、順次派遣されるが、
受け⼊れ側の現場の準備（通信、場所の設定）が⼗分に整わず、被災地全体の調整等は困難なため、
各応援主体で活動開始。

広域医療搬送体制の
確⽴

●概ね 1 ⽇後〜数⽇後
・ ⾮常⽤発電機を有する医療機関等では診療・治療が可能だが、燃料不⾜等により機能が停⽌する医療機関も発⽣。
・ 医薬品不⾜が相当数の医療機関で発⽣。
・ ⽇常的に受診していた患者のうち相当数が医療機関の被災により受診を継続できなくなり、

転院やかかりつけ病院の変更を余儀なくされる。
・ 断⽔・停電が継続し、多くの⼈⼯透析患者が通院⼜は⼊院している施設での透析が受けられなくなる。
数⽇で復旧する施設もあるが、復旧の⾒通しが⽴たず、相当数の透析患者が受⼊可能な施設への移動を余儀なくされる。
また、受⼊可能な施設でも透析スケジュールの変更（稼働時間の延⻑）が迫られ、それでも対応できず他医療機関への
再移送等となる透析患者も相当数発⽣。

・ 被災した病院での出産、出産・新⽣児医療対応が困難となった病院からの転院等により、妊産婦や新⽣児の健康悪化。

被災地内の病院
における機能の

確保困難

■前回報告書（H25）における被害様相（医療機関）



（参考）都⼼南部直下地震における患者搬送イメージ

32出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（全体）」 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_zentai.pdf

○ ⾸都直下地震では、膨⼤な搬送ニーズが発⽣することに鑑み、国、都道府県等は、相互に連携して、被災都県の
調整の下で⾏う地域医療搬送、国が各機関の協⼒の下で⾏う広域医療搬送を適切に組み合わせて⾏う。

注）図に表⽰されている震度は、中央防災会議⾸都直下地震対策検討ワーキンググループ「【別添資料 4】⾸都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）」（平成 25 年 12 ⽉）
の【別添資料４】⾸都直下のⅯ７クラスの地震及び相模トラフ沿いのⅯ８クラスの地震等の関する図表集「図 11 都⼼南部直下地震（プレート内）の震度分布」に基づく。



ドクターヘリの導⼊状況

出典︓厚⽣労働省 「第５回救急・災害医療提供体制等に関するワーキンググループ」 資料３
https://www.mhlw.go.jp/content/10802000/000951125.pdf

○ ドクターヘリとは、救急医療に必要な機器及び医薬品を装備したヘリコプターであって、救急医療の専⾨医及び看
護師等が同乗し救急現場等に向かい、現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救急医療を⾏うことので
きる専⽤のヘリコプターのこと。

○ 令和４年４⽉時点で、埼⽟県・東京都・神奈川県でそれぞれ１機、千葉県で２機のドクターヘリを保有している。

（令和４年４⽉18⽇時点）
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災害時等における船舶を活⽤した医療提供について

出典︓船舶活⽤医療推進本部事務局 「船舶活⽤医療推進本部会合（第１回）」 資料３
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/senpaku_katuyou/dai1/siryou3.pdf

○ ⾸都直下地震等の⼤規模災害が起きた場合、被災地の医療現場では医療資源が不⾜し、処置できない患者
数が膨⼤になるため、⼀⼈でも多くの命を救うためには、被災地の医療機能継続とともに、外部からの⽀援が必要。

○ 現在、船舶活⽤医療推進本部において、災害時等における船舶を活⽤した医療提供体制の整備が推進されてい
る。

※このほか、⾃衛隊艦艇については、洋上SCUとしての役割も想定される。 34



⾸都直下地震対策における⾃助・共助の推進

35



⾸都直下地震における⾃助・共助の必要性について
○ 膨⼤な量の被害が発⽣する⾸都直下地震においては、⾏政による「公助」だけでは限界。
○ 社会全体で「⾃助」「共助」「公助」により被害の軽減に向けた備えを実践することを推進することが重要。

・消防団
・⽔防団

（⾃助の備えの例）
・各家庭における住宅の耐震化や家具類の
固定などの転倒・落下防⽌対策
・各家庭・企業等における備蓄
・防災訓練への参加や救命講習の受講

【自助】 【共助】
• 助け合って地域の安全を守る取組
• 地域で市⺠同⼠が助け合う社会づくり
• 地区防災計画で地域コミュニティの共助
を促進

• ⾃主防災組織、学校、⺠間企業、NPO、
ボランティア 等

• 災害から⽣命、財産を守るための⾏政の取組
• 国の総⼒を挙げて国⺠と国を守り抜く
• 国、地⽅公共団体、消防、警察、⾃衛隊等

• 国⺠⼀⼈ひとりや企業が⾃ら考え、
⾃らの命や家族、⽣活を守る取組

【公助】

●⾸都直下地震緊急対策推進基本計画（平成27年３⽉決定）（抄）
膨⼤な量の被害に対しては、〜⾏政による公助だけでは限界がある。「⾃助」「共助」「公助」のバランスのとれた防災対策の重要性については、国⺠の意識も

⾼まっているところであり、社会のあらゆる構成員が連携しながら総⼒を挙げて対処しなければならない。

特に、⾸都地域における膨⼤な⼈・物の集積は、〜⾸都直下地震への対応を困難なものにすることから、適切な避難⾏動、⾃動⾞の利⽤の⾃粛、必要な
⽔・⾷料等の備蓄といった各個⼈が実施すべき防災対策を啓発することが必要である。また、各企業等においても、社会に与える影響の⼤きさを勘案し、事業
継続のための備えを⾏うとともに、〜救助活動や被災者⽀援等、地域の防災の担い⼿として活動すること〜が必要である。

このように、社会全体で「⾃助」「共助」「公助」により⾸都直下地震の被害の軽減に向けた備えを実践することを推進する。
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国⺠に対する防災対策の呼びかけ

37出典︓内閣府 「⾸都直下地震における具体的な応急対策活動に関する計画（概要）」 https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/pdf/syuto_oukyu_gaiyou.pdf

○ ⼤規模地震発⽣時にあっても、新たな災害対応需要を⽣み出さないよう、国、都県及び市町村は、基本計画にお
いて、各⼈における以下の防災対策について普及啓発を図ることとされている。
・ ⾸都直下地震の発⽣後、同時多発⽕災が発⽣することを念頭に置きつつ、⼒を合わせて初期消⽕に努めるとともに、適切な避

難⾏動をとることで、逃げ遅れ・逃げ惑いによる⼆次的な被害の拡⼤を防⽌する。
・ ⾸都直下地震の発⽣後、限られた道路交通機能を⼈命の救助、ライフライン及びインフラの復旧、要配慮者への対応や、避難所

や⾃宅で⽣活を送っている被災者への当⾯の⽣活物資の確保等に充てるため、⼀般⾞両の利⽤を極⼒控える。
・ 発災後の道路交通渋滞、⽣活物資の不⾜を⾒越した上で、各家庭や企業等における『最低３⽇間、推奨１週間』分の⽔・⾷

料等の備蓄に努める。



家庭備蓄について

出典︓農林⽔産省 「災害時に備えた⾷品ストックガイド」
https://www.maff.go.jp/j/zyukyu/foodstock/attach/pdf/guidebook-13.pdf
内閣府 「防災に関する世論調査（令和４年９⽉調査）」
https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-bousai/2.html#midashi4
ミドリ安全株式会社HP
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000011153.html

■防災に関する世論調査（令和４年９月 内閣府）

※複数回答、総数(n=1,791⼈)、東京都区部(n=110⼈)

■家庭での防災への取り組みや防災食（非常食）の備えについての実態調査（ミドリ安全株式会社）

○ ⾸都直下地震に備え、各家庭において、最低3⽇分〜1週間分の⾷料を備蓄しておくことが重要。
○ 2024年の⺠間調査では、家族全員が３⽇以上対応できる備蓄を⾏っている国⺠は12.0％。

38

※東京都区部は全国値よりも⾷料・
飲料⽔の備蓄率が⾼くなっている。
都区部54.5%、全国40.8%



地区防災計画の作成を通じた「⾃助」「共助」の促進

39

出典︓内閣府 「みんなでつくる地区防災計画 〜「⾃助」「共助」による地域の防災〜」
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/pdf/pamphlet.pdf
内閣府 「地区防災計画ガイドライン（概要）」
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/guidline_summary.pdf
内閣府 「令和６年版 防災⽩書」
https://www.bousai.go.jp/kaigirep/hakusho/r06/zuhyo/zuhyo1-01_05_01.html

○ 地区防災計画は、地区内の住⺠、事業所、福祉関係者など様々な主体が、地域の災害リスクや、平時・災害時
の防災⾏動、防災活動について話し合い、計画の素案の内容を⾃由に定め、その後、市町村地域防災計画に位
置付けられることで、「⾃助」・「共助」と「公助」をつなげるもの。

○ 計画内容はもとより、地区住⺠等が話し合いを重ねることなど、作成過程も共助の⼒を強くする上で重要。

■地域防災計画に反映された地区防災計画数
（令和５年４月１日現在）
 43都道府県216市区町村の2,428地区において、作成された地区
防災計画が地域防災計画に反映済み。

■地区防災計画の内容■地区防災計画の位置付け



地区防災計画を通じた「共助」の実例（神奈川県横須賀市）
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○ 神奈川県横須賀市のよこすか海辺ニュータウン「ソフィアステイシア」では、2005年に⾃治会設⽴と同時に、⾃治会
と管理組合の合同組織として、⾃主防災会を⽴ち上げ、地区防災計画の策定や毎年の防災訓練等を実施。

出典︓内閣府 「南海トラフ巨⼤地震対策検討ワーキンググループ（第11回））」 資料２ https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku_wg_02/11/pdf/2.pdf
「地域防災計画ライブラリ」 https://www.bousai.go.jp/kyoiku/chikubousai/chikubo/chikubo/pdf/yokosuka_03.pdf

■地区防災計画で示されている「初期対応のイメージ」



マンションの「⾃助」に関する取組

41出典︓内閣府 「広報誌「ぼうさい春号」（2019年）」 https://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h30/94/special_01.html

マンション防災の担い⼿となる⼈材育成を実施

○ 発災後、電気、ガス、上下⽔道等のライフラインが途絶する中で、マンション内で居住を継続するためには⽔や⾷料
等だけでなく燃料、トイレ、医薬品等の備蓄、円満な共同⽣活維持や衛⽣管理等についてのルールも必要。また、
損傷した建物・設備の復旧には区分所有者の合意のための管理規約の整備も不可⽋。

○ ⼀般社団法⼈マンションライフ継続⽀援協会（MALCA）は、企業等のBCPと同様の「マンション⽣活継続計画
（MLCP）」を各マンションで策定することを⽀援し、マンションにおける地区防災計画策定も推進。あわせて「マンショ
ン防災認定管理者制度」を設け、管理組合の防災担当者や⾃主防災組織等の担い⼿となる⼈材育成を実施。



企業等における「共助」の取組① 〜町会と事業所の連携〜

出典︓総務省消防庁 「⾃主防災組織の⼿引」 https://www.fdma.go.jp/mission/bousai/ikusei/items/bousai_2904.pdf
東京消防庁 「第13回 地域の防⽕防災功労賞事例集」 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/korosho/senkou-13jirei.pdf

○ ⽇本橋三丁⽬⻄町会（東京都中央区）は、町会内の企業をメンバーとする震災対策協議会を設置し、各企業
と有事の際の具体的な協⼒関係を「防災助け合い宣⾔」として取りまとめ。

○ 有事の際には、定められたメンバーがあらかじめ決められた場所に「災害対策本部」を設置し、被災状況の情報収
集や消防署等への伝達を⾏うよう取り決め。

○ 平時は年に10回程度の会議を⾏い、有事の際の防災活動について検討。毎年９⽉には道路を封鎖し、実際の
避難を想定した防災訓練を実施（平成27年の訓練では101社238名が参加。）。

42

町会による災害対策本部の運営 提携企業と合同の地域総合防災訓練
（担架を⽤いた傷病者の搬送）



企業等における「共助」の取組② 〜地元建設関係団体による「共助」〜
○ 世⽥⾕区建設団体防災協議会（世⽥⾕区の建設10団体、500名以上が参画）では、⼤規模災害発⽣時に

地元の建設関係団体が⼒を合わせ⼈命救助等を実施するべく、「倒壊建物等からの救出救助活動」「道路啓開」
「必要資材の提供・搬送」等に関して世⽥⾕区、世⽥⾕区内の全消防署と協定を締結。

○ また、地震・⾵⽔害に対応した「災害対応基本計画」を策定し、震度６強の地震が発⽣した際の⾃動参集、災害
対策本部の設置、リエゾン配置等が定められている。

○ 世⽥⾕区と地震等の被害発⽣を想定した図上訓練・シェイクアウト訓練や、会員延べ1,000⼈に対する防災・救
急に係るシンポジウムも実施。

43出典︓東京消防庁 「第20回 地域の防⽕防災功労賞事例集」 https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/bou_topic/korosho/pdf/20.pdf
世⽥⾕区建設団体防災協議会HP https://doken-setagaya.or.jp/kenbokyo/profile.html



⾃治体による企業の「共助」への⽀援 〜消防団協⼒事業所表⽰制度〜

44出典︓総務省消防庁 「消防団のさらなる充実に向けて」
https://www.fdma.go.jp/relocation/syobodan/data/policy/cooperation-system/

○ 市町村や消防庁では、従業員が消防団に相当数⼊団していること等の要件を満たす事業所を「消防団協⼒事業
所」として認定。

○ 消防団認定事業所として認定されることで、各⾃治体の様々な優遇措置を受けることができる※。
○ 令和6年4⽉1⽇現在、本制度導⼊市町村数は1,373団体（全体の約79.9％）、市町村において認定した消

防団協⼒事業所数は17,870事業所。
※都道府県や市町村によって⽀援策の内容は異なる。



個別避難計画に基づく「共助」の取組

出典︓内閣府 「個別避難計画の作成に取り組むみなさまへ」
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/230302_hinan.pdf

○ 個別避難計画は、⾼齢者や障害者など⾃ら避難することが困難な避難⾏動要⽀援者ごとに作成する避難⽀援
等を実施するための計画。

○ ⾃らの命は⾃ら守るという意識が⼤事ではあるものの、⾃ら避難することが困難な⽅は、避難⽀援等関係者などに
よる安否確認等が必要。適切な避難⽀援等が実施されるよう、個別避難計画情報が避難⽀援等関係者などに
提供される。

45

個別避難計画の概要

対 象 者 ○高齢者や障害者などのうち自ら避難することが困難であり、避難の確保を図るため特に
支援を要する避難行動要支援者

作 成

※地域における災害被害の想定や本人の心身の状況などを踏まえ、優先度が高い方から計画を作成

※個別避難計画は、避難行動要支援者本人の同意を得て作成

※個別避難計画の作成に要する経費について、普通交付税で措置

記載内容 （氏名、住所等のほか） ○避難支援等を実施する者 ○避難先 等

個別避難計画情報の避難支援等関係者（※）などへの提供

○高齢者や障害者など自ら避難することが困難な避難行動要支援者ごとに作成する避難支援等
を実施するための計画

○これまで取組指針(※)で作成を促してきたが、災害対策基本法に位置付け、さらに取組を促す

（※）避難支援等関係者：消防、警察、民生委員、社会福祉協議会、自主防災組織など

（※）避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針 平成25年８月 内閣府（防災担当）

【取組指針に基づく市町村の作成状況】計画の作成に着手している市町村：1,581団体（91.8％）、未作成：141団体（8.2％） 令和６年４月１日現在

○市町村が作成に努める（努力義務）ものとし、福祉専門職など関係者と連携して計画を作成

○適切な避難支援等が実施されるよう、個別避難計画情報を避難支援等関係者などに提供

○平時は、条例に特別の定めがある場合又は避難行動要支援者本人等（※）の同意がある場合に提供
し、災害時は本人等の同意を要しない （※）避難行動要支援者本人等：①避難行動要支援者本人と

②支援をする避難支援等実施者

注）個別避難計画情報：個別避難計画に記載し、又は記録された情報

ｎ=1,722団体（石川県管内市町（19市町）については、令和６年
能登半島地震の影響に鑑み、本調査の対象としていない。）

※市町村が作成に努める（努⼒義務）ものとし、福祉専⾨職など関係者と連携して計画を作成



学校における防災教育
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○ 令和４年３⽉に閣議決定された「第3次学校安全の推進に関する計画」では、地域の災害リスクを踏まえた実
践的な防災教育・訓練の実施を施策の基本的な⽅向性として定めている。

○ 各学校の防災教育については、児童⽣徒等が⾃らの命を守り抜くための「主体的に⾏動する態度」等を⾝に付け
られるよう、学習指導要領等に基づき実施されており、地域の災害リスク等を想定した避難訓練や地域住⺠・関
係機関等と連携した避難所運営訓練など、実践的な防災教育・訓練が展開されている。

出典︓⽂部科学省 「令和5年度 ⽂部科学⽩書」 https://www.mext.go.jp/content/20240719-mxt_soseisk01-000037016_16.pdf
「第3次学校安全の推進に関する計画（概要）」 https://www.mext.go.jp/content/20220325_mxt_kyousei02_000021515_02.pdf



学校における防災教育の実施状況
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○ 災害安全に関する指導している学校は平成30年度実績で99.7％であり、概ね全ての学校において災害安全の
指導が⾏われている。

出典︓⽂部科学省 「中央教育審議会初等中等教育分科会学校安全部会（第2回）」 資料２
https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000121137.pdf



防災教育の推進に向けた⽅向性（防災・減災、国⼟強靱化新時代の実現のための提⾔（令和３年５⽉25⽇））
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○ 全ての⼦どもが災害から⽣命を守る能⼒を⾝に付けられる防災教育の全国展開を⽬指し、令和３年５⽉に「防
災・減災、国⼟強靱化新時代の実現のための提⾔」がなされている。

出典︓内閣府 「防災・減災、国⼟強靱化新時代の実現のための提⾔（令和３年５⽉25⽇）」 https://www.bousai.go.jp/kaigirep/teigen/pdf/teigen_01.pdf



第８回WGにおいてご議論頂きたい内容
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⾸都直下地震対策検討WG（第８回）においてご議論頂きたい内容（まとめ）

（１）膨⼤な被害が発⽣する⾸都直下地震における災害応急対策の在り⽅
〇 東京圏の都市構造・⼈⼝構造等を踏まえた救助・救急、消⽕活動等の在り⽅
〇 ⾼齢化の進展等を踏まえた医療活動等の在り⽅ 等

（２）災害応急対策等を円滑に実施するための「⾃助」「共助」の在り⽅
〇 「⾃助」について具体的に推進すべき内容

【例】✓ 初期消⽕に努め、⽕災から適切な避難⾏動 → 逃げ遅れ・逃げ惑いによる⼆次的な被害の拡⼤防⽌
✓ 各家庭や企業等の『最低３⽇間、推奨１週間』分の⽔・⾷料等の備蓄

〇 「共助」について具体的に推進すべき内容
【例】✓ 都市部におけるコミュニティ構築 → コミュニティ間での助け合い、情報共有

✓ 地元企業等による⾃治体等との協定締結 → 避難誘導、消⽕活動、物資提供等の⽀援

〇 ⾃発的な「⾃助」「共助」の取組推進のための普及・啓発、⼈材育成の在り⽅ 等
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